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10．求人票の見方

①

受付年月日 令和〇年〇月〇日

受付安定所 〇〇公共職業安定所
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２　仕事の情報
❶認定マーク
子育てサポート、若者の採用や育成、女性
の活躍など国の様々な認定・認証を受けてい
る場合には、そのロゴマークが表示されます。

❷雇
こ

用
よう

形
けい

態
たい

正社員なのか、パート・アルバイトなのか、
派
は

遣
けん

なのかで雇
こ

用
よう

の安定性が大きく違います。
必ず確認しておきましょう。(※3ページ（2）
を参照してください。）

❷́ 就
しゅうぎょう

業形
けいたい

態
「派

は

遣
けん

・請
うけおい

負ではない」、「派
は

遣
けん

」、「紹介予定
派
は

遣
けん

」、「請
うけおい

負」のいずれかが表示されます。

❸職種・仕事の内容
採
さい

用
よう

後に行う仕事の内容・将来見込まれる
仕事内容の変更範囲が書かれています。どん
な仕事をするのか、職場の環境はどうか、必
要となる知識や技能はどのようなものか、自
分でイメージできるように調べておきましょ
う。また、入社後に職種間の異動がある場合
があるため、よく確認しましょう。

❹就
しゅう

業
ぎょう

場
ば

所
しょ

・マイカー通勤・転
てんきん

勤の可能性
「就

しゅうぎょう

業場
ばし ょ

所」の欄に書かれている場所が、実
際に働く場所です。あなたの働く場所を特定
できない場合は、㉒「補足事項欄」に記載さ
れています。通勤手段や通勤場所などを確認
しておいたほうが良いでしょう。
「転勤の可能性あり」の場合、転勤の範囲は
㉒「補足事項」欄に記載があります。また、「転
勤の可能性なし」となっていても、将来転勤
を打診される場合もあるため、転勤できない
場合は、面接等で転勤できないことを伝えて
おくと良いでしょう。
マイカー通勤の時には、駐車場が有料の場
合もあるため、㉒「求人条件にかかる特記事項」
をよく確認してください。

❺試用期間
試用期間がある場合、その期間について、
㉒「補足事項欄」に記載があります。期間中
の労

ろうどう

働条
じょうけん

件が異なる場合も㉒「補足事項欄」
に記載されているため、必ず確認しておきま
しょう。

❻受動喫煙対策
就業場所における受動喫煙防止に向けた取
り組みの内容について、記載があります。

３　労
ろう

働
どう

条
じょう

件
けん

等
とう

❼加入保険等
社
しゃ

会
かい

保
ほ

険
けん

等の加入状況が書かれています。
本来、社

しゃ

会
かい

保
ほ

険
けん

適
てき

用
よう

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

であるにもかか
わらず、加入していない事業所もあるので注
意が必要です。社

しゃ

会
かい

保
ほ

険
けん

等を完備している会
社に入ったほうがいざというとき困らないで
しょう。(8ページ（３）を読んでください。)
退
たい

職
しょく

金
きん

共
きょう

済
さい

は退
たい

職
しょく

金
きん

を確実に支払うために、
会社が掛金として社外に積み立てる制度です。
退
たい

職
しょく

金
きん

制度がない場合には、何年働いても
退
たい

職
しょく

金
きん

はもらえません。
財
ざい

形
けい

は働く人の財産形成のための貯蓄制度
です。
このように、社

しゃかい

会保
ほけ ん

険等に入れる会社かど
うか確認しましょう。

❽入居可能住宅
会社が従業員のために用意している住宅で、
入居可能な場合に「単身用あり」または「世
帯用あり」が、入居可能な住宅がない場合は、
「なし」が記載されています。宿舎費用や利用
条件等がある場合は、㉒「求人条件にかかる
特記事項」に記載されているため、参照して
ください。

20ページへ続く＞＞＞

１　会社の情報
どのような会社か、業界内での地位、将来性はあるか、社員に優しい会社かどうかなどを、事前
にインターネットを活用したり、先輩の話を聞いたりして調べておきましょう。
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受付年月日 令和〇年〇月〇日

受付安定所 〇〇公共職業安定所

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度

高卒の情報

高卒の情報

令和５年度

〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇-　　〇〇〇〇

〇
〇

〇 〇

〇

〇

〇

〇19 〇19
20

21

22 22

23

24

25

可
（令和〇年10月１日以降）
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❾通　学
夜間大学などに通学を希望している人は、
利用できる制度があるかどうか確認しましょ
う。また、何らかの配慮がある場合は青少年
雇
こ

用
よう

情報（後述）の●24「２（２）自己啓発支
援の有無及びその内容」に記載されています。

❿賃
ちん

金
ぎん

形
けい

態
たい

等
日
にっ

給
きゅう

は、１日を単位とする賃
ちん

金
ぎん

です。働い
た日数分が支払われます。支払い時期は、日
払い、週払い、月払いがあります。日給制の
場合、休日が多いと収入が少なくなります。
時
じ

給
きゅう

は、１時間を単位とする賃
ちんぎん

金です。働
いた時間数分が支払われます。時給制の場合
も、支払い時期は日払い、週払い、月払いが
あり、休日が多いと収入が少なくなります。
月
げっきゅう

給制は、１か月を単位とする賃
ちんぎん

金です。
正社員だと月給制になっていることが多いで
しょう。
年
ねんぽう

俸制は、１年を単位とする賃
ちんぎん

金です。た
だし、「賃

ちんぎん

金は、毎月一回以上、一定の期日を
定めて支払わなければならない」というルー
ルがあるので、たとえば１年分の給料をまと
めて１回で支払うというようなことはできま
せん。

⓫賃金等（現行・確定）、月額
この求人票をだしたときに来年度の新卒採
用者の初任給が決まっておらず、今年度の初
任給が参考として書かれている場合は「現行」
です。
求人票をだしたときに来年度の新卒採用者
の初任給が決まっている場合は「確定」です。
月額については、表示されている額から所
得税・社会保険料などが控除されますので、
注意してください。
日給、時間給の場合は月額の概算が記載さ
れています。

⓬手　当
手当には、営業手当や職務手当などさまざ
まな種類があります。記載されている手当の
支給条件を進路指導担当の先生やハローワー

ク（P.22相談窓口のページ参照）に確認しま
しょう。

⓭通勤手当
会社規定の計算方法により支給される場合
があるため、確認しましょう。

⓮賞与昇給
「賞与」には制度の有無、及び前年度の実績
が記載されています。
「昇給」には制度及び前年度1年間の実績ま
たは割合が記載されています。会社や個人の
実績により変わることがあります。

⓯就
しゅう

業
ぎょう

時
じ

間
かん

「就
しゅう

業
ぎょう

時
じ

間
かん

」の欄では、交
こう

替
たい

制
せい

勤
きん

務
む

なのか、
夜
や

間
かん

勤
きん

務
む

があるのか、日によって仕事の時間
が異なる制度が取られているのかなど、実際
の就

しゅう

業
ぎょう

時
じ

間
かん

を確認してください。また、複数
の時間帯が記載されているときは、どの時間
の勤務もあり得る場合や、その時間の中から
選択して勤務する場合などがあるので、面接
などで確認するといいでしょう。

⓰時間外
早出出勤や残業のことを指します。時期に
より残業時間に差がある場合があります。面
接などで確認しておくと良いでしょう。

⓱休
きゅう

日
じつ

等
休
きゅう

日
じつ

は、賃
ちん

金
ぎん

・労
ろう

働
どう

時
じ

間
かん

とならんで最も重
要な労

ろう

働
どう

条
じょう

件
けん

のひとつです。定まった休日が
あるのか、何曜日なのか、不定期なのか、週
休２日なのか等について、自分の希望にかな
うか確認してください。
また、「入社時の有

ゆう

給
きゅう

休
きゅう

暇
か

日数」や「６ヶ月
経過後の有

ゆう

給
きゅう

休
きゅう

暇
か

日数」欄には有
ゆう

給
きゅう

休
きゅう

暇
か

の取
得可能日数が記載してあります。取得実績で
はないので注意してください。（有

ゆう

給
きゅう

休
きゅう

暇
か

につ
いては、７ページ（２）を参照してください。）

⓲週休二日制
完全週休二日制を実施している場合には「毎
週」、それ以外の形態で週休二日制を実施して
いる場合には「その他」、週休二日制ではない
場合は「なし」と記載されています。
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４　選
せん

考
こう

・応
おう

募
ぼ

前
まえ

職
しょく

場
ば

見
けん

学
がく

就職試験や面接の内容、スケジュール、場
所についてしっかり確認しておきましょう。
また、公正な採

さい

用
よう

選
せん

考
こう

を実施しているかも
確認し、「就職試験についての報告書」を必ず
学校に提出してください。
※公正な採

さい

用
よう

選
せん

考
こう

については５～６ページを
見てください。

⓳選考日・複数応募
複数応募が「可」の場合、記載の期日以降
は他の求人との併願が可能になります。
※この記載例の場合、複数応募は10月1日
以降に「可」となりますので、9月末までは
他の求人と重ねて応募はできません。

⓴応募前職場見学
応募前職場見学とは、企業に応募する前に
実際の就業環境や業務内容を見学しに行くこ
とです。職場の雰囲気なども自分の目で見て
実感し、イメージと合うのか確認できる機会
にもなります。求人票を見て疑問に思ったこ
とも確認しましょう。

●21選考方法
適性検査の具体的な検査名やその他が該当
する場合は、その他〔　〕欄に詳細な記載が
あります。

５　補足事項・特記事項
●22 補足事項・求人条件に係る特記事項
企業の特徴や労

ろう

働
どう

条
じょう

件
けん

、福利厚生、試用期
間の詳細などに関する補足の説明が書かれて
います。

６　青少年雇
こ

用
よう

情報
青少年雇

こ

用
よう

情報とは、採用者数、平均勤続
年数や研修の有無などといった職場情報のこ
とで、事業主は若者雇

こ

用
よう

促進法によって、新
卒者にこれらの情報を提供することが義務づ
けられています。

応募段階で企業の就労実態等の職場風土を
十分に理解した上で、自分に合った就職先を
選択できるよう、青少年雇

こ

用
よう

情報の提供の仕
組みを活用しましょう。

●23  募集・採用に関する情報
過去３年間の新卒者数・離職者数、過去３
年間の新卒採用者数の男女別人数、平均勤続
年数を確認することができます。

●24  職業能力の開発及び向上に関する取組
　 の実施状況
研修制度や自己啓発支援といった職業能力
の開発及び向上に関する取組の有無や具体的
内容を確認することができます。また、制度
として就

しゅうぎょう

業規
きそ く

則などに規定されているもので
なくても、継続的に実施していて、そのこと
が従業員に周知されていれば、「有」として情
報提供されます。

●25  職場への定着の促進に関する取組の
　 実施状況
前事業年度の月平均所定外労働時間の実績、
有
ゆうきゅう

給休
きゅうか

暇の平均取得日数、育児休業取得対象
者数・取得者数（男女別）、また役員に占める
女性の割合及び管理的地位（原則としていわ
ゆる課長級以上）にある者に占める女性の割
合を確認することができます。
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